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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年12月15日に提出いたしました第52期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）半期報告書の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありますので、半期報告書の訂正報告書を提出するものです。 

  

２【訂正事項】 

 第一部 企業情報 

 第５ 経理の状況 

  １ 中間連結財務諸表等 

    (1) 中間連結財務諸表 

注記事項 

（リース取引関係） 

  

３【訂正箇所】 

訂正箇所は 線で示しております。 

  

  

第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

 １ 【中間連結財務諸表等】 

  (1) 【中間連結財務諸表】 

注記事項 

（リース取引関係） 



（訂正前）  

前中間連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および中間期末残高相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占めるそ

の割合が低いため、「支払利子

込み法」により算定している。 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期

末残高 
相当額 

その他 
有形固定

資産 

百万円 
786 

百万円 
464 

百万円
321 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および中間期末残高相当額 

(注)     同左 

  
取得価額

相当額 

減価償却

累計額 
相当額 

中間期

末残高 
相当額 

その他 
有形固定

資産 

百万円
 720 

百万円
  320 

百万円
 399 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定している。 

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高

相当額 

その他

有形固定

資産 

百万円 
658 

百万円 
346 

百万円
311 

  (2) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  (注)未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により

算定している。 

１年以内 159百万円

１年超 189百万円

合計 349百万円

  (2) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  (注)   同左 

１年以内 588百万円

１年超 3,087百万円

合計 3,675百万円

  (2) 未経過リース料期末残高相

当額 

  (注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占めるその割合

が低いため、「支払利子込

み法」により算定してい

る。 

１年以内 153百万円

１年超 180百万円

合計 334百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 92百万円

減価償却費 
相当額 

92百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 82百万円

減価償却費
相当額 

82百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 175百万円

減価償却費 
相当額 

175百万円

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっている。 

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

  

  

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

 ② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  

１年以内 18百万円

１年超 9百万円

合計 28百万円

② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  

１年以内 445百万円

１年超 2,831百万円

合計 3,276百万円

② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  

１年以内 17百万円

１年超 5百万円

合計 23百万円



（訂正後）  

  

  

前中間連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

当中間連結会計期間
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および中間期末残高相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占めるそ

の割合が低いため、「支払利子

込み法」により算定している。 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期

末残高 
相当額 

その他 
有形固定

資産 

百万円 
786 

百万円 
464 

百万円
321 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および中間期末残高相当額 

(注)     同左 

  
取得価額

相当額 

減価償却

累計額 
相当額 

中間期

末残高 
相当額 

その他 
有形固定

資産 

百万円
 2,098 

百万円
  339 

百万円
 1,758 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引 

 ① 借主側 

  (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定している。 

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高

相当額 

その他

有形固定

資産 

百万円 
658 

百万円 
346 

百万円
311 

  (2) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  (注)未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により

算定している。 

１年以内 159百万円

１年超 189百万円

合計 349百万円

  (2) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

  (注)   同左 

１年以内 588百万円

１年超 3,071百万円

合計 3,659百万円

  (2) 未経過リース料期末残高相

当額 

  (注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占めるその割合

が低いため、「支払利子込

み法」により算定してい

る。 

１年以内 153百万円

１年超 180百万円

合計 334百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 92百万円

減価償却費 
相当額 

92百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 101百万円

減価償却費
相当額 

101百万円

  (3) 支払リース料および減価償

却費相当額 

支払リース料 175百万円

減価償却費 
相当額 

175百万円

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっている。 

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

  

  

  (4) 減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

 ② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

１年以内 18百万円

１年超 9百万円

合計 28百万円

② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

１年以内 306百万円

１年超 1,596百万円

合計 1,902百万円

② 貸主側 

  (1) 未経過リース料中間期末残

高相当額 

１年以内 17百万円

１年超 5百万円

合計 23百万円
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